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建設業の働き方改革の実現に向け、沖縄総合事務局開発建設部
が発注する工事で「週休２日」の導入を推進

記 者 発 表 資 料

沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港・営繕関係を除く）では、建設産業における

働き方改革を推進するために昨年度より原則、全ての工事において週休２日の試行工事

を実施しているところであるが、今後、週休２日の定着をより推進するため、週休２日

を達成した場合は、間接工事費の補正及び工事成績評定の加点評価を行う試行を以下の

とおり実施することとしました。

１．対象工事

平成２９年７月１日以降に公告する工事から、原則、全ての工事を対象に取り組

むこととする。

２．週休２日相当の達成に伴う間接工事費の補正

工期内において、週休２日相当の休日を確保できた場合、精算変更時に間接工

事費の補正を行う。（補正係数：共通仮設費 1.02、現場管理費 1.04）
３．週休２日相当の達成に伴う工事成績評定の加点評価

工事成績評定の加算点評価については、週休２日相当を達成した場合に加点評

価するものとする。なお、３億円未満の発注工事においては、工期内の週休２日

相当の日数の８割以上を達成した場合、加点評価を行う。

参考：週休２日相当の定義

週休２日相当の休日とは、工期内において週休２日の日数に相当する休日を工

期内で確保することをいう。なお、「祝日、夏期休暇（３日間）、年末年始（６

日間）、路上工事抑制期間」を含まないものとする。
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